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Ⅲ．流域下水道事業 

Ⅲ－１ 福岡県の流域下水道 

 

 福岡県で実施している流域下水道は、汚水を対象とする御笠川那珂川、多々良川、宝満川、

宝満川上流、筑後川中流右岸、遠賀川下流、矢部川及び遠賀川中流の８箇所であり、全流域下

水道で供用済みである。（宝満川上流流域下水道は、宝満川浄化センター（宝満川流域下水道

の終末処理場）にて処理） 

 

 

 

 

 

図Ⅲ－１ 流域下水道の概要図 
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　表Ⅲ-１　福岡県流域下水道の事業概要
（平成３０年度12月末　現在）

御笠川那珂川 多々良川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川

多々良川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川

S.46 S.60 S.59 H.5 H.6 H.7 H.9 H.11

S.50 H.6 S.63 (H.10) (H.15) H.15 H.18 H18

全 計画面積 (ha) 9,701 4,667 1,065 1,948 2,652 3,441 2,795 2,900

体 計画人口 (千人) 676.1 198.5 49.3 51.9 62.1 83.2 72.6 65.5

計 計画処理能力 （m
3
/日) 267,400 67,500 26,800 22,800 27,000 35,000 34,000 28,700

画 管渠延長 (km) 29.3 31.7 9.7 32.5 30.8 19.1 28.8 33.1

29 処理面積 (ha) 8,962 3,437 947 953 1,642 1,844 1,249 618

年 処理人口 (千人) 690.0 186.6 52.9 37.1 57.9 80.3 39.1 19.8

度 処理水量 （m
3
/日) 192,853 44,194 23,114 － 15,578 17,026 9,779 3,765

末 管渠延長 (km) 29.3 31.7 7.3 23.6 30.8 19.1 28.8 29.1

( ６ 市 ) ( ６ 町 ) ( ２ 市 ) (２市２町 ) (２市１町 ) (１市３町 ) (３市１町 ) (２市１町 )

福 岡 市 宇 美 町 小 郡 市 筑紫野市 小 郡 市 中 間 市 八 女 市 直 方 市

筑紫野市 篠 栗 町 筑紫野市 太宰府市 朝 倉 市 水 巻 町 筑 後 市 宮 若 市

町竹小市まやみ町賀遠町洗刀大町前筑町免志市日春

町川広町手鞍町山基町恵須市城野大

太宰府市 久 山 町
（佐賀県）

那珂川市 粕 屋 町

※ 全体計画の計画処理水量は日最大汚水量、平成２９年度末処理水量については日平均流入水量である。

※ 宝満川上流流域下水道については、平成１０年４月１日より宝満川浄化センターにて処理している。

※ 宝満川流域下水道の処理水量には、宝満川上流流域下水道の処理水を含んでいる。

着手（当初事業認可）年度

処 理 開 始 年 度

関 連 市 町 名

箇 所 名 遠賀川中流

処 理 区 名 御　　笠　　川 遠賀川中流

　図Ⅲ-２　福岡県流域下水道概要図
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1
,
1
2
3
 

1
,
2
9
7
 

2
,
0
3
6
 

1
,
7
4
7
 

2
,
2
8
0
 

9
1
2
 

1
,
5
1
2
 

1
,
5
0
6
 

1
,
0
3
3
 

9
0
9
 

7
7
6
 

5
8
4
 

4
5
6
 

4
8
7
 

9
8
 

7
4
 

4
9
 

1
9
,
4
8
8
 

総
 
事

 
業

 
費

1
2
2
 

1
,
2
2
0
 

2
,
2
8
7
 

1
,
9
6
2
 

1
,
6
7
8
 

1
,
6
9
2
 

2
,
8
9
4
 

2
,
5
7
3
 

1
,
1
0
3
 

8
8
4
 

9
9
5
 

7
0
2
 

8
3
4
 

6
2
9
 

6
7
9
 

6
4
1
 

5
7
1
 

9
0
2
 

1
,
0
3
9
 

2
3
,
4
0
6
 

遠
 
賀

 
川

(
0
)

中
　

　
流

補
助

対
象

事
業

費
7
0
 

1
,
2
2
0
 

1
,
5
5
9
 

1
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2
2
1
 

9
4
4
 

1
,
6
8
2
 

2
,
8
5
8
 

2
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4
8
2
 

1
,
0
6
4
 

8
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0
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2
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1
 

6
0
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5
4
0
 

8
6
2
 

9
9
8
 

2
0
,
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0
 

(
0
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国
費

3
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6
8
7
 

8
0
5
 

6
2
5
 

4
7
2
 

9
3
9
 

1
,
6
7
8
 

1
,
4
1
6
 

5
3
2
 

4
2
5
 

4
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0
 

3
3
7
 

3
9
9
 

2
9
8
 

3
2
1
 

3
0
3
 

2
7
0
 

4
8
2
 

5
8
2
 

1
1
,
0
9
4
 

総
 
事

 
業

 
費

3
0
 

7
3
4
 

3
9
9
 

9
5
 

4
8
4
 

6
4
0
 

4
3
2
 

2
0
 

4
0
 

3
1
 

0
 

0
 

0
 

2
,
9
0
5
 

明
星

寺
川

(
0
)

補
助

対
象

事
業

費
3
0
 

7
1
4
 

3
9
2
 

8
6
 

4
7
8
 

6
3
0
 

4
1
7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
,
7
4
7
 

(
0
)

国
費

3
0
 

3
5
7
 

1
9
6
 

4
3
 

2
3
9
 

3
0
2
 

1
9
9
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
,
3
6
6
 

総
 
事

 
業

 
費

2
9
,
4
5
5
 

5
,
8
4
9
 

2
3
,
2
4
2
 

5
,
3
4
3
 

7
,
2
5
8
 

1
1
,
2
7
9
 

7
,
3
7
2
 

1
5
,
2
1
0
 

1
1
,
4
6
0
 

1
1
,
1
2
7
 

2
4
,
6
8
1
 

1
7
,
6
1
7
 

1
7
,
5
3
8
 

1
6
,
7
9
9
 

1
7
,
6
2
5
 

1
6
,
6
1
5
 

1
4
,
8
6
7
 

1
5
,
8
0
9
 

1
5
,
2
7
6
 

1
3
,
9
0
7
 

1
0
,
3
7
6
 

8
,
1
3
8
 

8
,
0
0
4
 

6
,
9
9
8
 

8
,
7
0
5
 

6
,
9
4
9
 

6
,
5
4
8
 

6
,
3
3
5
 

7
,
3
6
7
 

6
,
9
9
2
 

3
7
4
,
7
4
2
 

県
　

　
計

(
0
)

(
2
9
0
)

(
2
,
4
9
1
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(
0
)

(
1
9
8
)

(
5
4
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)

(
3
6
6
)

(
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,
1
8
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(
1
,
0
9
7
)

(
1
,
2
8
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)

(
1
,
3
1
2
)

(
7
8
7
)

(
1
0
,
5
5
3
)

補
助

対
象

事
業

費
2
9
,
0
3
8
 

5
,
4
0
7
 

2
0
,
0
9
8
 

4
,
8
1
9
 

6
,
8
1
5
 

1
0
,
4
9
1
 

6
,
8
9
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1
2
,
7
9
0
 

1
0
,
1
8
5
 

9
,
6
2
4
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3
,
1
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1
6
,
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2
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7
,
4
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0
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6
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0
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6
,
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5
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7
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1
4
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6
4
4
 

1
5
,
3
8
3
 

1
4
,
7
7
0
 

1
3
,
4
8
3
 

1
0
,
2
2
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8
,
0
3
7
 

7
,
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3
8
 

6
,
9
3
4
 

8
,
3
8
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6
,
6
4
9
 

6
,
2
3
5
 

6
,
0
6
7
 

7
,
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5
1
 

6
,
7
0
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3
5
4
,
2
5
9
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0
)

(
1
6
4
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(
1
,
2
9
4
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(
0
)

(
1
0
9
)

(
3
3
4
)

(
1
8
0
)

(
1
,
3
4
5
)

(
7
4
5
)

(
8
4
8
)

(
8
2
3
)

(
5
1
1
)

(
6
,
3
5
3
)

国
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1
8
,
3
4
1
 

3
,
6
4
7
 

1
1
,
1
0
2
 

2
,
7
8
1
 

4
,
0
1
9
 

6
,
4
4
3
 

4
,
2
6
7
 

7
,
6
2
5
 

5
,
8
1
5
 

5
,
5
7
4
 

1
3
,
5
2
7
 

9
,
3
5
5
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0
,
2
2
7
 

8
,
7
7
6
 

9
,
4
4
5
 

9
,
2
0
1
 

8
,
5
2
6
 

9
,
2
9
7
 

8
,
9
0
9
 

8
,
2
4
6
 

6
,
2
0
4
 

4
,
7
5
0
 

4
,
6
0
2
 

4
,
0
2
5
 

5
,
1
4
2
 

4
,
0
3
0
 

3
,
8
3
0
 

3
,
7
6
7
 

4
,
3
7
9
 

4
,
1
4
5
 

2
0
9
,
9
9
7
 

※
上

段
（

　
　

）
書

は
促

進
費

、
下

段
は

通
常
費

表
Ⅲ

－
２
　
県

事
業

費
の

推
移
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表Ⅲ－３　　御笠川那珂川流域下水道事業の法的経緯

名
称

福岡都市計画、筑紫野都市
計画、太宰府都市計画及び
那珂川都市計画御笠川那珂
川流域下水道

御笠川那珂川流域下水道

福岡都市計画、筑紫野都市
計画、太宰府都市計画及び
那珂川都市計画御笠川那珂
川流域下水道

S46.12.14
福岡県告示第6695号

S47.2.28
建設省都下事発第8-2号

S47.3.9
建設省告示第361号

（当初）

S51.3.16
建設省告示第379号

事業期間の延長

S51.8.10
福岡県告示第7393号

S52.9.2
建設省福岡都下流発第2号

S52.10.8
建設省告示第1362号

幹線管渠の追加

S54.12.18
福岡県告示第7894号

S55.3.31
建設省福岡都下流発第1号

処理区域の変更
流入点の追加

S58.3.7
建設省告示第347号

事業期間の延長

S59.10.16
建設省丘都下流発第1号

処理区域の変更

S60.12.26
福岡県告示第8789号

S61.2.22
建設省丘都下流発第1号

S61.3.6
建設省告示第282号

処理区域の変更

H1.3.31
建設省丘都下流発第10号

H1.4.12
建設省告示第985号

処理区域の変更

H3.10.16
福岡県告示第1695号

H4.6.12
建設省丘都下流発第8-2号

H4.6.26
建設省告示第1242号

処理区域の追加

H6.6.6
福岡県告示第792号

H7.6.5
建設省丘都下流発第2号の2

H7.6.22
建設省告示第1284号

処理区域の増加
処理場面積の変更

H9.9.2
建設省丘都下流発第6号

H9.9.30
建設省告示第1715号

機種の変更

H11.6.3
建設省丘都下流発第9号

H11.4.30
建設省告示第1226号

処理区域の増加
事業期間の延長

H15.4.4
福岡県告示第699号

H15.10.15
国九整丘都住第55号

H16.2.2
九州地方整備局告示第15号

処理区域の増加
事業期間の延長

H19.3.8
国九整丘都住第46号

H19.3.29
九州地方整備局告示第97号

処理区域の増加
事業期間の延長

H23.3.11
国九整丘都住第1019号

H23.3.30
九州地方整備局告示第82号

処理区域の増加
事業期間の延長

H27.2.9
26下水第1781号

H27.3.13
九州地方整備局告示第44号

処理区域の増加
事業期間の延長

H27.10.29
27下水第1206号

溶融炉の廃止
汚泥燃料化施設の追加

H30.5.10
30下水第106号

下水道法改正に伴う様式
の変更

（平成30年12月1日現在）

経
緯

都市計画決定 主な変更内容
下水道法

事業計画（認可）
都市計画法

事業計画認可
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名
称 福岡都市計画、久山都市計画、篠栗都市計

画、須恵都市計画及び宇美都市計画多々良
川流域下水道

多々良川流域下水道事業
福岡都市計画、久山都市計画、篠栗都市計
画、須恵都市計画及び宇美都市計画多々良
川流域下水道

S60.3.26
福岡県告示第8674号

（当初）

S61.1.13
建設省丘都下流発第3号の2

S61.1.25
建設省告示第67号

S62.6.20
福岡県告示第9009号

S62.12.5
建設省丘都下流発第11号

S62.12.11
建設省告示第2098号

幹線ルートの変更
処理区域の追加

H3.11.6
建設省丘都下流発第2号-2

H3.11.28
建設省告示第1952号

処理区域の追加
幹線管渠の追加

H5.12.17
福岡県告示第2049号

処理区域の追加
幹線管渠の追加

H6.7.26
建設省丘都下流発第2号

H6.8.9
建設省告示第1775号

処理区域の追加

H8.7.25
建設省丘都下流発第9号

H9.8.19
建設省告示第1603号

H10.1.7
福岡県告示第38号

H10.5.12
建設省丘都下流発第4号の2

H10.2.24
建設省告示第269号

処理施設の追加

H11.4.5
福岡県告示第671号

H10.11.30
建設省丘都下流発第14号の2

H10.11.10
建設省告示第1914号

処理区域の追加
処理施設の追加

H12.12.8
福岡県告示第1899号

H12.12.27
建設省丘都下流発第15号の2

H12.10.27
建設省告示第2068号

処理区域の追加
処理施設の追加

H16.6.22
国九整丘都住第11号

H16.10.15
九州地方整備局告示第126号

処理区域の追加
機種の変更

H18.10.17
国九整丘都住第30号

処理区域の追加
機種の変更

H20.9.1
国九整丘都住第12号

H20.9.17
九州地方整備局告示第4915号

処理区域の追加

H23.3.30
国九整丘都住第1020号

処理区域の追加

H25.5.24
25下水第177号

H25.8.9
九州地方整備局告示第147号

処理区域の追加

H28.11.9
28下水第1259号

H29.2.14
九州地方整備局告示第25号

処理区域の追加

H30.7.2
30下水第537号

処理区域の追加

（平成30年12月1日現在）

名
称 小郡都市計画及び筑紫野都市計画宝満川流

域下水道
宝満川流域下水道

小郡都市計画及び筑紫野都市計画宝満川流
域下水道

S59.12.15
福岡県告示第1897号

S60.2.14
建設省丘都下流発第2号

S60.3.8
建設省告示第273号

（当初）

S61.8.21
建設省丘都下流発第3号

施設配置の変更

S62.4.7
福岡県告示第532号

S63.3.17
福岡県告示第      号

S63.3.30
建設省丘都下流発第1号

S63.4.7
建設省告示第1116号

管渠ルートの変更

S63.11.2
建設省丘都下流発第8号

処理地区の追加

H4.3.11
福岡県告示第477号

処理地区、幹線管渠の追
加

H5.3.23
建設省丘都下流発第9号-2

H5.4.2
建設省告示第1118号

処理区域の追加

H6.6.27
建設省丘都下流発第6号

機種の変更

H9.3.28
福岡県告示第597号

H10.1.27
建設省丘都下流発第8号の2

H9.10.24
建設省告示第1845号

処理区域の追加

H11.12.7
建設省丘都下流発第22号

処理区域の追加

H12.12.7
建設省丘都下流発第17号

機種の変更

H15.7.24
国九整丘都住第23号

H15.12.10
九州地方整備局告示第132号

処理区域の追加

H18.1.17
国九整丘都住第39号

H18.3.29
九州地方整備局告示第89号

処理区域の追加

H20.9.1
国九整丘都住第12号

H20.12.24
九州地方整備局告示第145号

処理区域の追加

H25.3.4
24下水第1841号

H25.4.15
九州地方整備局告示第93号

幹線管渠の追加
処理方式の変更

H28.11.9
28下水第1253号

H29.2.14
九州地方整備局告示第27号

事業期間の延長

H29.10.6
29下水第1251号

処理区域の追加

（平成30年12月1日現在）

表Ⅲ－４　　多々良川流域下水道事業の法的経緯

表Ⅲ－５　　宝満川流域下水道事業の法的経緯

経
緯

都市計画決定 主な変更内容
下水道法

事業計画計画（認可）
都市計画法

事業計画認可

主な変更内容

経
緯

都市計画決定
下水道法

事業計画計画（認可）
都市計画法

事業計画認可
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表Ⅲ－６　　宝満川上流流域下水道事業の法的経緯

名
称

夜須都市計画及び筑紫野都市計画宝満川上流
流域下水道

宝満川上流流域下水道事業
夜須都市計画及び筑紫野都市計画宝満川上流
流域下水道

H5.12.13
福岡県告示第2082号-2

H6.3.30
建設省丘都下流発第4号

H6.4.14
建設省告示第1201号

（当初）

H7.7.14
福岡県告示第    号

H7.7.12
建設省丘都下流発第6号

H7.8.3
建設省告示第1438号

管渠ルートの変更

H9.3.28
福岡県告示第596号

H10.1.27
建設省丘都下流発第10号の2

H9.10.24
建設省告示第1846号

処理区域の追加

H10.12.21
建設省丘都下流発第19号

接続位置の変更
管渠ルートの変更

H12.7.12
福岡県告示第1116号

H13.3.27
国九整丘都住第4号

処理区域、幹線管渠の追加、処
理能力の追加

H13.12.26
国九整丘都住第77号

処理区域
幹線管渠の追加

H15.6.3
国九整丘都住第26号

管渠の変更

H16.3.16
国九整丘都住第104号

管渠ルートの変更

H16.9.2
国九整丘都住第28号

H16.10.28
九州地方整備局告示第132号

処理区域
幹線管渠の追加

H18.8.18
国九整丘都住第24号

処理区域の追加

H19.3.2
国九整丘都住第47号

処理区域
幹線管渠の追加

H21.1.16
国九整丘都住第41号

H21.2.4
九州地方整備局告示第11号

処理区域
幹線管渠の追加

H23.3.30
国九整丘都住第1021号

処理区域の追加

H25.3.4
24下水第1839号

H25.4.15
九州地方整備局告示第92号

処理区域の追加
事業期間の延長

H28.11.11
28下水第1254号

H29.2.14
九州地方整備局告示第28号

処理区域の追加
事業期間の延長

H29.5.1
29下水第150号

処理区域の追加

（平成30年12月1日現在）

表Ⅲ－７　　筑後川中流右岸流域下水道事業の法的経緯

名
称

小郡都市計画及び甘木都市計画筑後川中流右
岸流域下水道

筑後川中流右岸流域下水道事業
小郡都市計画及び甘木都市計画筑後川中流右
岸流域下水道

H6.12.21
福岡県告示第2212号

H7.2.15
建設省丘都下流発第1号

H7.3.3
建設省告示第415号

（当初）

H10.10.27
建設省丘都下流発第13号

処理区域の追加

H12.9.5
建設省丘都下流発第10号の2

処理区域の追加
幹線管渠の追加

H12.9.13
福岡県告示第1390号

H13.3.30
国九整丘都住第12号

H13.6.11
九州地方整備局告示第106号

処理区域の追加
処理能力の追加

H13.9.4
国九整丘都住第39号

管渠の追加

H14.7.12
福岡県告示第1119号

H14.7.23
国九整丘都住第36号

H14.9.11
九州地方整備局告示第133号

処理区域の追加

H15.7.24
国九整丘都住第21号

H15.12.10
九州地方整備局告示第132号

処理区域の追加

H18.1.17
国九整丘都住第40号

処理施設の変更

H19.2.5
国九整丘都住第39号

処理区域の追加

H22.2.26
国九整都住第83号

H22.3.17
九州地方整備局告示第32号

処理区域の追加
事業期間の延長

H24.1.23
国九整都住第84号

機種の変更

H24.12.5
24下水第1366号

処理区域の追加

H26.2.12
25下水第1720号

H26.3.27
九州地方整備局告示第76号

処理区域の追加

H27.3.6
26下水第1814号

処理区域の追加

H29.10.5
29下水第1337号

処理区域の追加
事業期間の延長

（平成30年12月1日現在）

表Ⅲ－８　　遠賀川下流流域下水道事業の法的経緯

名
称

中間都市計画、水巻都市計画、遠賀都市計画及
び鞍手都市計画遠賀川下流流域下水道

遠賀川下流流域下水道事業
中間都市計画、水巻都市計画、遠賀都市計画及
び鞍手都市計画遠賀川下流流域下水道

H7.11.10
福岡県告示第1938号

H8.2.21
建設省丘都下流発第1号の2

H8.3.8
建設省告示第423号

（当初）

H9.12.6
建設省丘都下流発第19号

H10.1.18
建設省丘都下流発第23号

処理区域の追加

H12.9.1
建設省丘都下流発第8号の2

H12.5.31
建設省丘都下流発第1410号

処理区域の追加
幹線管渠の追加

H14.5.20
福岡県告示第827号

H14.10.17
国九整丘都住第51号

H15.1.6
九州地方整備局告示第5号

処理区域の追加
幹線管渠の追加

H17.3.23
福岡県告示第545号

H18.1.13
国九整丘都住第38号

H18.3.23
九州地方整備局告示第68号

処理区域の追加
施設・幹線管渠の追加

H19.3.28
国九整丘都住第59号

処理区域の追加

H21.1.26
国九整丘都住第42号

H21.2.12
九州地方整備局告示第14号

処理区域の追加

H22.3.23
国九整都住第84号

計画諸元の見直し

H24.3.2
国九整都住第101号

H24.3.26
九州地方整備局告示第74号

処理区域の追加
事業期間の延長

H27.2.9
26下水第1797号

H27.3.13
九州地方整備局告示第43号

処理区域の追加
事業期間の延長

H30.2.1
29下水第2152号

計画諸元の見直し

（平成30年12月1日現在）

経
緯

主な変更内容都市計画決定

都市計画決定 主な変更内容
下水道法

事業計画（認可）
都市計画法

事業計画認可

主な変更内容

下水道法
事業計画計画（認可）

都市計画法
事業計画認可

経
緯

都市計画決定
下水道法

事業計画（認可）
都市計画法

事業計画認可

経
緯
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表Ⅲ－９　　矢部川流域下水道事業の法的経緯

名
称

筑後都市計画、八女都市計
画、黒木都市計画、広川都市
計画及び瀬高都市計画矢部
川流域下水道

矢部川流域下水道事業

筑後都市計画、八女都市計画、
黒木都市計画、広川都市計画及
び瀬高都市計画矢部川流域下
水道

H9.12.17
福岡県告示第2083号

H10.1.27
建設省丘都下流発第20号の2

H10.1.14
建設省告示第40号

（当初）

H15.1.27
国九整丘都住第68号

処理区域の追加
施設配置の変更

H17.3.22
国九整丘都住第75号

H17.3.30
九州地方整備局告示第67号

機種の変更

H19.8.24
国九整丘都住第17号

H19.10.2
九州地方整備局告示第155号

処理方式の変更

H20.3.7
国九整丘都住第47号

H20.5.7
九州地方整備局告示第86号

処理区域の追加

H22.1.28
国九整都住第69号

処理分区の変更

H23.3.11
国九整都住第1018号

H23.3.30
九州地方整備局告示第83号

処理区域の追加

H26.2.12
25下水第1713号

H26.3.27
九州地方整備局告示第75号

処理区域の追加

H27.3.6
26下水第1907号

処理区域の追加

H29.4.5
28下水第2000号

H30.3.9
九州地方整備局告示第35号

処理区域の追加

（平成30年12月1日現在）

表Ⅲ－１０　　遠賀川中流流域下水道事業の法的経緯

都市計画法
事業計画認可

主な変更内容

経
緯

都市計画決定
下水道法

事業計画（認可）

都市計画決定
下水道法

事業計画（認可）
都市計画法

事業計画認可
主な変更内容

名
称 直方都市計画、小竹都市計

画及び宮田都市計画遠賀川
中流流域下水道

遠賀川中流流域下水道事業
直方都市計画、小竹都市計画及
び宮田都市計画遠賀川中流流
域下水道

H12.2.28
福岡県告示第315号の2

H12.3.3
建設省丘都下流発第3号の2

H12.2.29
建設省告示第753号

（当初）

H15.7.18
国九整丘都住第39号

処理区域の追加
管渠の仕様変更

H16.12.17
国九整丘都住第42号

H17.3.31
九州地方整備局告示第75号

処理区域の追加
幹線管渠の追加

H19.2.16
国九整丘都住第38-2号

H19.3.29
九州地方整備局告示第162号

処理方式の変更
処理区域の追加
幹線管渠の追加
事業期間の延長

H21.3.26
国九整丘都住第48号

処理区域の追加

H22.3.23
国九整都住第85号

処理区域の追加

H24.3.2
国九整都住第102号

H24.3.26
九州地方整備局告示第73号

処理区域の追加
事業期間の延長

H26.2.12
25下水第1715号

H26.3.27
九州地方整備局告示第74号

処理区域の追加
事業期間の延長

H29.4.5
28下水第1948号

H29.8.7
九州地方整備局告示第148号

処理区域の追加
事業期間の延長

（平成30年12月1日現在）

経
緯

事業計画（認可） 事業計画認可

121



Ⅲ－２ 御笠川那珂川流域下水道事業 

 
御笠川那珂川流域下水道の計画区域は、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の

６市で構成され、福岡県で最初の流域下水道事業として昭和４６年度に着手し、昭和５０年５月供用開始し

た。  
流域幹線管渠は、二日市、春日、那珂川及び老司の４幹線で昭和５９年度末に完成し、これにより流域関

連公共市町の全てが供用開始となった。各流域幹線管渠は地形にあわせた勾配とし、ポンプ場を設けずに自

然流下により処理場に流入している。 
本流域の終末処理場である御笠川浄化センターは、計画汚水量が２６２，００５m3／日で、福岡県内でも

最大の規模を有している。水処理施設は全て完成している。増大する下水汚泥については、平成９年度に運

転を開始した汚泥溶融施設により大幅に減量化を図り、建設資材としての有効利用を図ってきたが、汚泥溶

融施設は、老朽化が著しいことから平成２８年度より下水汚泥固形燃料化施設の建設工事を進めている。ま

た、平成１２年度末に運転を開始した油温減圧式乾燥施設についても、脱水汚泥の約１／４に減量化を図る

とともに、建設資材、緑農地利用及び火力発電所の石炭燃料の一部混焼燃料として、有効利用を図っている。 
その他に汚水調整池については、流入汚水量の時間変動に伴う処理にかかる負荷の軽減及び災害時におけ

る緊急処理対応を主な目的とし、総容量３４，０００m3の規模にて平成１７年度に供用を開始した。 
御笠川浄化センターは、福岡市博多区の市街地に立地しているため、水処理施設の覆蓋上部に多目的広場、

テニスコート及びゲートボール場を含む、約２．４ha の“屋上広場”を平成４年度に供用開始し、一般に開

放することにより、地域に根ざした親しみのある下水道施設として周辺住民に理解されることを目指してい

る。 
 
 
 
 
 
 
 

 
御笠川浄化センター 

122



表Ⅲ－1 1　御笠川那珂川流域下水道事業計画

※全体計画：平成26年度策定

※事業計画：平成30年5月策定

御笠川那珂川流域下水道事業の計画概要及び進捗状況

項目

市町名

計　画
区　域

( h a )

計　画
人　口

(千人)

日　平　均
家庭汚水量

日　最　大
家庭汚水量

工　場
排水量

(m3/日)

地　下
水　量

(m3/日)

日平均
計　画
汚水量

(m3/日)

日最大
計画汚水量

(ℓ/人・日) (m3/日) (ℓ/人・日) )%(率比)日/3m()日/3m(

事
業
計
画

福岡市 3,345.9 298.0 255 75,990 340 101,320 5,837 14,900 98,752 124,588

春日市 1,379.5 109.2 235 25,662 310 33,852 208 4,914 30,784 38,974

大野城市 1,508.5 99.2 235 23,312 310 30,752 406 4,464 28,322 35,802

太宰府市 1,478.8 72.7 235 17,085 310 22,538 150 3,272 20,547 26,010

筑紫野市 875.9 48.0 235 11,280 310 14,880 253 2,160 14,083 17,793

那珂川市 769.1 50.2 235 11,797 310 15,562 0 2,259 14,946 18,981

合　計 9,357.7 677.3 165,126 218,904 6,854 31,969 207,434 262,148

全
体
計
画

福岡市 3,345.9 306.0 255 78,030 340 104,040 5,837 15,300 101,192 127,708 48.7

春日市 1,379.5 104.7 235 24,605 310 32,458 208 4,712 29,525 37,378 14.3

大野城市 1,531.5 97.0 235 22,795 310 30,070 406 4,365 27,706 35,021 13.4

太宰府市 1,568.4 71.7 235 16,850 310 22,228 150 3,227 20,267 25,655 9.8

筑紫野市 928.9 46.2 235 10,857 310 14,322 253 2,079 13,579 17,154 6.5

那珂川市 946.8 50.5 235 11,868 310 15,656 0 2,273 15,031 19,089 7.3

合　計 9,701.0 676.1 165,005 218,774 6,854 31,956 207,300 262,005 100.0

全 体 計 画 事 業 計 画 ２ ９ 年 度 末

関 連 市 町
福岡市、春日市、大野城市、

太宰府市、筑紫野市、那珂川市
左同左同

処 理 面 積 ９，７０１．０ｈａ ９，３５７．７ｈａ ８，９６２．３ｈａ

処 理 人 口 ６７６，１００人 ６７７，３００人 ６９０，０２７人

左同左同式流分式方除排

幹 線 管 渠 二 日 市 幹 線 φ 左同左同m 089,21 = L  008φ ～ 002,2

左同左同m 055,7  = L  008φ ～ 053,1φ線幹日春

那 珂 川 幹 線 φ 左同左同m 013,3  = L  008φ ～   009

左同左同m 054,5  = L  0001φ ～ 008,1φ線幹司老

左同左同m 092,92 = L計

終 末 処 理 場

名　称　及　び
所　　在　　地

御笠川浄化センター
福岡市博多区那珂4-5-1

同左
同左

同左
同左

処 理 場 面 積 左同左同ａｈ１．８１

処 理 方 式
嫌気無酸素好気法（担体投入型、ステップ流

入式）＋凝集剤添加＋急速ろ過

標準活性汚泥法＋急速ろ過
嫌気無酸素好気法（担体投入型、ステップ流

入式）＋凝集剤添加＋急速ろ過

標準活性汚泥法
嫌気無酸素好気法（一部ステップ流入式）

＋凝集剤添加＋急速ろ過

処 理 能 力 ２６７，４００　m3/日 ２８１，６００　m3/日 ２９５，８００　m3/日

水
処
理
施
設

最 初 沈 殿 池 左同池５１池５１

反 応 槽 左同池０３池０３

最 終 沈 殿 池 左同池８２池８２

急 速 ろ 過 池 池４池６１池６１

塩 素 混 和 池 左同左同池１

汚
泥
処
理
施
設

汚泥濃
縮施設

重力濃縮 左同左同池２

脱水機
スクリュー 左同台２台２

遠　　心

左同左同

機械濃縮 左同台４台４

放 流 幹 線 １ 号 左同左同m 059   = L    053,1φ ～ 005,1φ

放 流 幹 線 ２ 号

左同台３台３

汚 泥 溶 融 設 備 100 t /日表面溶融１基

左同左同m 050,1 = L         006,2×006,2

日1月5年05和昭始開用供

汚 泥 乾 燥 設 備 基１基２基２式圧減温油

放
流
渠
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図Ⅲ－５ 御笠川那珂川流域下水道（御笠川処理区） 

福岡市 

那珂川市

春日市
大野城市

太宰府市

筑紫野市
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図Ⅲ－７ 汚泥溶融施設のしくみ 

 
施設の特徴 

●省資源・省エネルギー 
① 汚泥中の有機物の燃焼熱を溶融熱源として利用

するため、低燃費が実現できます。また、補助熱

料として汚泥から発生させた消化ガスを利用して

います。 
② 排ガスの熱エネルギーを蒸気として熱回収する

等、省エネルギーに配慮しています。 
③ 下水処理水を排煙処理塔等で有効利用していま

す。 
④ 脱水汚泥の約1/15程度に減量され、安定した物

質となったスラグは建設資材等への有効利用が可

能です。 
⑤ 自動化された設備の導入により、集中管理方式

による省力運転が可能です。 
●運転管理 
① 高温で処理する溶解方式の採用によって、臭気

成分は炉内で完全に熱分解し、脱臭されます。 
② すべての設備を建屋内に収納し、美観、防臭、

振動、騒音について、周辺環境との調和を目指し

ています。 
③ 排ガス中の SOx、NOx、HCℓ、ばい塵を効率

よく除去する設備を完備しており、公害規制値を

大幅に下回る環境に配慮したものとなっています。 

 
施設の概要 

 
１．処理プロセス：間接加熱乾燥機＋表面溶融炉 
２．溶 融 温 度：1,300～1,500℃ 
３．処 理 量：100t-wet／日（20tD.S.／日） 
４．処 理 対 象：高分子系脱水ケーキ（汚泥） 
         含 水 率 80％ 
         可 燃 分 72％ 

高位発熱量 4,000kcal/kgD.S. 
         塩 基 度 0.2～0.4 
５．補 助 燃 料：消化ガス及び灯油 
６．ｽﾗｸﾞ取出方法：水冷及び除冷（空冷） 
７．建 築 建 屋：地下１階、地上５階 
         SRC＋RC構造（一部鉄骨造） 
         延床面積9,277m2 高さ35.9m 
８．事 業 費：土木・建築工事 27億円 
         機械・電気工事 77億円 
         関連設備工事 13億円 
         合  計    117億円 
９．竣 工：平成９年３月 
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図Ⅲ－８ 油温減圧式乾燥施設のしくみ 

 
施設の特徴 

●省資源・省エネルギー 
① 補助燃料として汚泥から発生する消化ガスを利

用しています。 
② 下水処理水を機器の冷却水、シール水として有

効利用しています。 
③ 乾燥汚泥は補助燃料、肥料等に有効利用が可能

です。 
④ 運転は自動化を図るとともに、集中管理方式を

採用し、省力化運転が可能です。 
●運転管理 
① 設備から発生する臭気ガスは系統別に集められ、

汚泥系臭気ガスが生物脱臭塔＋活性炭吸着塔によ

り脱臭され、油混合臭気ガスは臭気燃焼炉により

脱臭されます。 
② 主要設備を建屋内に収納することにより美観、

防臭、振動、騒音について、周辺環境との調和を

目指しています。 
③ 汚泥中の有機分を燃焼させることがないため、

排ガス中にはSOｘ、NOｘ、ばい塵等が非常に少

なく、公害規制値を大幅に下回ります。 
 
 
 
 

 
施設の概要 

 
１．処理プロセス：油温減圧式汚泥乾燥 
２．溶 融 温 度：減圧下で約85℃ 
３．処 理 量：30t-wet／8時間 
４．処 理 対 象：高分子系脱水ケーキ（汚泥） 
         含 水 率 80％ 
         可 燃 分 72％ 
５．熱 媒 体 油：廃食用油 
６．補 助 燃 料：消化ガス及び灯油 
７．建 築 建 屋：地上４階 
         鉄筋コンクリート造 
         建築面積1,169.19m2 

延床面積2,648.32m2  
８．事 業 費：土木・建築工事 5億円 
         機械・電気工事 34億円 
         関連設備工事 10億円 
         合  計    49億円 
９．竣 工：平成１３年１月 
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Ⅲ－３ 多々良川流域下水道事業 

 
 多々良川流域下水道の計画区域は、福岡市に隣接した粕屋町、志免町、久山町、篠栗町、

須恵町及び宇美町の６町から構成されている。 

 本地域では、福岡市のベッドタウンとして人口の増加、工場の立地により排出する汚水

量が増加した結果、公共用水域である多々良川と水系の各河川及び博多湾の水質汚濁を

徐々に進行させてきた。このような状況から、公共用水域の水質汚濁防止及び地域の都市

環境整備を速やかに進捗させるため、昭和６０年度から流域下水道に着手した。 
 流域幹線管渠は宇美、須恵、須恵北、篠栗、篠栗北及び久山の６幹線で構成されており、

平成２６年度末までに全延長３１．６６ｋｍの整備が完了している。 
 終末処理場である多々良川浄化センターは、粕屋町に位置しており、平成２年度より工

事に着手し、平成６年７月より供用を開始している。また、平成１６年度からは、博多湾

の富栄養化の防止を目的として、窒素及びリンを除去する高度処理の導入を進めている。 
 今後も、関連各町の面整備と整合した事業の進捗を図るとともに、高度処理施設の整備

を行いながら、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に寄与していく。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

多々良川浄化センター 
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表Ⅲ－１２　多々良川流域下水道事業計画

※全体計画：平成30年度策定

※事業計画：平成30年7月策定

多々良川流域下水道事業の計画概要及び進捗状況

１基

５基

５台

平成6年7月2日

５台

４基

－

４基

同左

嫌気無酸素好気法＋凝集剤添加
＋急速ろ過

１５．４ｈａ

６７，５００　m3/日

多々良川浄化センター
糟屋郡粕屋町大字江辻

福岡市東区蒲田

同左

同左

標準活性汚泥法＋凝集剤添加＋急速ろ過
嫌気無酸素好気法＋凝集剤添加

＋急速ろ過

同左

φ1,200 ～ φ150  L =  3,360 m

３，４３７ａ

１８６，５５３人

同左

同左

８２，２９３　m3/日

１５池

１５池

８１，０００　m3/日

同左

同左

１５池

同左

同左

同左

同左

同左

６７，１００　m3/日

１４池

同左

１５池

同左

同左

嫌気無酸素好気法＋凝集剤添加
＋急速ろ過

６３，２００　m3/日

同左

同左

同左

同左

１４池

４，０４８ｈａ

１８３，４５０人

同左

同左

須 恵 幹 線

水
処
理
施
設

名　称　及　び
所　　在　　地

処 理 場 面 積

処 理 方 式

処 理 能 力

φ600                    L =    490 m

L = 31,660 m

φ900   ～ φ600  L =  4,030 m

終 末 処 理 場

供 用 開 始

機 械 濃 縮 設 備

最 初 沈 殿 池

反 応 槽

最 終 沈 殿 池

198.5

869

(千人)

33.3

25.7

33.7

28.4

537

807

843

67,463

－

－

10,860

11,038

－

100.0

15,121

16.4

－

2,505

23.6

61,083

15,922

8,193

日平均

計　画

汚水量

日最大
計画汚水量

16.1

－

備考

－

230

12,067

比率(%)

10,717

10,475

14,859 －

8,702

8,691

15,017

2,589

日　平　均
家庭汚水量

290

974

953

1,352

5,556

987

13,507

同左

49,203

宇美町、篠栗町、志免町
須恵町、久山町、粕屋町

61,326

全 体 計 画

φ1,650 ～ φ900  L = 10,330 m

処 理 人 口

排 除 方 式

４，６６７ｈａ

１９８，５４０人

分流式

処 理 面 積

同左

(m3/日)

地　下
水　量

日　最　大
家庭汚水量

1,004

1,448

6,137

(m3/日) (m3/日)

9,522

２ ９ 年 度 末事 業 計 画

49,898

8,818

9,333

12,930

55,340

55,527

9,873

10,0348,329

290

290

1,822 375

7,738

10,715

(m3/日)

230

(ℓ/人・日) (m3/日)

9,7437,728 290

(ℓ/人・日)

計　画
区　域

230

23045.4

4,048

計　画
人　口

183.5

( h a )

839

篠 栗 北 幹 線

計

1,023

537

篠 栗 幹 線

宇 美 幹 線

篠栗町

48.7

事
業
計
画

全
体
計
画

宇美町

篠栗町

幹 線 管 渠

関 連 市 町

志免町

合　計

宇美町

29.7

市町名

項目

志免町

合　計

粕屋町

久山汚水中継ポンプ場
久山町大字大原字久原

名　称　及　び
所　　在　　地

下山田汚水中継ポンプ場
久山町大字山田

ポ ン プ 場

１６池

９３，２９３　m3/日

－汚
泥
処
理
施
設 脱 水 機 ５台

重 力 濃 縮 設 備

紫 外 線 消 毒 設 備

１５池

１６池

230

230 7,831 290

44,342

11,482

290

2,277

237,60322.32065町恵須 5,339 290

45.8 240 11,000

久山町 462 6.1 300

674 6,013 7,406

228 2,050

290 7,447 746 6,653

300 13,746 1,375 12,375

14,474

粕屋町 890 54.4 240

230 5,907須恵町 699 12.1

久 山 幹 線 φ700   ～ φ200  L =  13,140 m

2,877

13,353 300 16,621 1,664

久山町 651 7.7 300 2,301 375

須 恵 北 幹 線 左同左同m 013    = L                    007φ

3,165 4.7

18,285 27.1

288

4,667
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図Ⅲ−９　多々良川流域下水道（多々良川処理区）
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